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令和８年度からの変更点サマリ

◼ 本認証制度については、令和８年度公募分より①新たな認証区分の創設、②認証期間の延
長、③評価項目の見直し、④メリットの拡充を行っています。

◼ 詳細は後述します。

Point①

認証区分
新設

Point②

認証期間
延長

Point③

評価項目
見直し

Point④

メリット
拡充

• 従来の認証区分「プラチナパートナー」に加え、より多くの企業・団体の積極的な取組が認

められるよう「アクティブパートナー」を新設

➔ 「プラチナパートナー」の基準には届かなくとも、積極的な取組を行い、一定の基準を満たす

企業・団体の皆様を、「アクティブパートナー」として認証することで、おきなわSDGsアクション

プランと連動した企業・団体の取組を一層推進します。

* 沖縄県奨学金代理返還支援事業の補助率引き上げ、県融資制度の融資対象への追加（８月からプラチナパート

ナーのみ適用予定）、合同企業説明会等の出展選考における加点措置

• 認証期間を従来の「認証を受けた日から２年間」から「認証を受けた日から４年を経過し

た日以降の最初の３月31日まで」へ延長

➔ 認証期間を延長することで、取組の実践・検証・評価・改善のプロセスを踏まえた次期取組

の目標を設定することができ、取組の深化と確実なステップアップを図ります。

• 第２号様式・第３号様式の一部評価項目を削除・統合、第３号様式で加点措置を追加

➔ 団体規模の大小を問わず、その成果を適切に評価できる審査体制を整えます。

• 取組事例パンフレットの作成等、沖縄県によるPRを強化

• 従来の４つのメリットに加え、３つのメリット*を追加

➔ 認証取得によって得られるメリットを強化し、認証制度の魅力度向上を図ります。
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おきなわSDGs認証制度とは（制度概要）

◼ 本認証制度の概要は以下の通りです。（詳細は募集要項をご参照ください。）
◼ 令和８年度より、認証区分にアクティブパートナーを追加するとともに、認証期間を延長しまし
た。

制度の目的
SDGsの理念を尊重し、アクションプランを踏まえた取組等、経済・社会・環境の３つの分野を意識した経営を実践
する企業・団体等を県が認証することでその取組を支援し、当該企業・団体等の持続的な成長及び地域の持続
可能な発展を図ること

認証者 沖縄県（認証の可否については外部の評価・検討委員会において審査）

認証の対象
① 沖縄県内に本社、本店、支店、営業所等の事業所等を有し、県内において事業活動を行う企業、団体、

教育機関、研究機関、特定非営利法人等
② おきなわSDGsプラットフォーム会員

認証区分
申請内容の評価結果に応じて、以下いずれかの認証区分が付与される。 ※詳細は次頁以降を参照
• プラチナパートナー：高い評価基準を満たした団体
• アクティブパートナー：一定の評価基準を満たした団体

認証期間 認証を受けた日から４年を経過した日以降の最初の３月31日まで

申請受付時期 年１回

<制度概要>
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おきなわSDGs認証制度とは（段階認証）

◼ 令和８年度より、段階認証を行います。具体的には、従来の認証区分「プラチナパートナー」に加
え、より多くの企業・団体の積極的な取組が認められるよう「アクティブパートナー」を新設します。

◼ 申請様式・評価基準は、いずれの認証区分も同一であり、評価結果に応じた認証区分が付与さ
れます。

認証区分（プラチナパートナーとアクティブパートナー）

従来の課題：
「認証ハードルが高い」

背景

➔「プラチナパートナー」の基準には届かなくと
も、積極的な取組を行い、一定の基準を満
たす企業・団体の皆様を、「アクティブパー
トナー」として認証します。

申請団体全体のうち、以下の要件を満たす団体 「プラチナパートナー」に届かなかった申請団体のうち、
以下の要件を満たす団体

既存

• 第２号様式 19点中15点以上 かつ

• 第３号様式 95点中60点以上
• 第２号様式 19点中11点以上かつ

• 第３号様式 95点中50点以上

新設
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おきなわSDGs認証制度とは（段階認証）

段階認証イメージ図

応募開始
申請書1次提出
書面照会

（相談ヒアリング）
認証（結果判定）

申請書本提出
本ヒアリング
審査

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

申請様式や評価基準は、認証区分（プラチナパートナー・アクティブパートナー）を問わず同一。評価結果に応じた認証区分を付与する

認証区分を問わず同一
プラチナパートナー又はアクティブパートナーを付与

いずれも届かない場合は非認証
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おきなわSDGs認証制度のメリット

◼ 本認証制度の認証取得を通じて得られるメリットは、以下の通りです。
◼ 令和８年度より、新たに３つのメリットが追加されました。

申請書類の作成や、年１回の活動状況報告を
通じて、自社・自団体の取組をSDGsの視点か
ら整理・確認できます。

 SDGsの視点から取組状況を把握

沖縄県HP及びプラットフォームHPへ、認証を受けた企業・団体（以下、認証団体）の情報を掲載します。
また、他の認証団体をはじめ様々な企業との交流を通じて、新たなビジネスチャンスにつながる可能性がひろ
がります。加えて、新聞やパンフレットへの掲載、事例集の作成を通して、一層積極的なPRを行います。

沖縄県による積極的なPR

ブランドイメージ・信用の向上

認証団体の取組が、沖縄振興開発金融公庫の貸付
制度である、「地域活性化・雇用促進資金」の融資対
象になります。
※認証団体の事業全体が対象になるわけではなく、第3号
様式に記載された取組が対象です。また、制度の貸付対象
にはなりますが、融資可否については事業計画等を勘案して
総合的に判断されます。

沖縄振興開発金融公庫貸付制度の対象化

<認証取得を通じて得られるメリット>

客観的な審査を経て、SDGsに積極的に取り組む姿勢と実績が評価
されたことで、イメージアップと信用向上や、中長期的には採用力や企
業ブランドの向上が期待されます。また、認証団体のみが使用できるロ
ゴマークを、自社・自団体のホームページ等に掲載し、取組を広報でき
ます。加えて認証式において、認証団体であることを示す「認証書」が
交付されます。

認証団体は、県融資制度「雇用創出促進
資金」の融資対象になります。

※「プラチナパートナー」かつ別途県で定めた
要件に該当する団体が対象になります。
※令和８年８月に対象化予定です。

県融資制度の融資対象への追加

沖縄県が主催・共催等を行う合同就職説明
会・面接会の、参加企業の選考において、認
証団体であることが優先条件となります。

※全認証団体が対象になるわけではなく、別
途県で定めた要件に該当する団体が対象にな
ります。

合同企業説明会等の出展選考に
おける加点措置

ロゴマーク・認証書サンプル
（プラチナパートナー・アクティブパートナー）

追加 追加

企業が従業員の奨学金代理返還支援を行う費用の一
部を補助する本事業において、認証団体は、補助率及
び補助上限額が引き上げられます。

※全認証団体が対象になるわけではなく、別途県で定め
た要件に該当する団体が対象になります。

沖縄県奨学金代理返還支援事業に
おける補助率引き上げなど

追加
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おきなわSDGs認証制度に挑戦するには

おきなわSDGs認証制度の流れ

【Step１】
応募開始

• 県HPやプラットフォームHPで、
応募資料を入手・確認してくだ
さい。

• 制度説明会を実施予定です。
疑問を解消したい場合は、「募
集要項」を確認する、もしくは
説明会の質疑応答にてご質問
ください。

【Step２】
申請書1次提出
書面照会

（相談ヒアリング）

• 申請書作成後には、様式の
チェックリストによる判定結果で、
エラーが生じていないかを確認
してからご提出ください。

• 提出後、事務局により、第２
号様式の書面照会を実施しま
す。（必要に応じて第３号様
式の相談ヒアリングを実施）
（※次頁で詳述）

【Step４】
認証

（結果判定）

• 結果が申請団体へ通知されま
す。

• 認証を取得した団体（プラチ
ナパートナー・アクティブパート
ナー）は、会員証の交付式等
に進みます。

• 認証に届かなかった団体のうち、
希望する団体は、審査結果の
フィードバックを受けることができ
ます。

【Step３】
申請書本提出
本ヒアリング
審査

• 必要に応じて申請書を修正し、
再度提出いただきます。本提
出以降は、申請書の再提出
はできません。

• 取組内容の詳細を確認するた
めに、ヒアリングを実施します。

• ヒアリング結果と併せて、県内
有識者で構成される検討委員
会により審査が行われます。

募集要綱

申請団体
アクション

主な
使用資料

申請書

説明会及びよくある質問と回答
（Q&A）について

• 募集要綱 p.6~7,19~参照

申請書 証書情報

申請書の記入方法について

• 募集要綱 p.9~13参照

申請書
ヒアリング

結果
結果

通知書
フィードバッ

ク結果

◼ 本認証制度は、申請内容の審査を通じて認証可否が判定されます。

応募開始：6/3
説明会：6/10, 6/15

1次提出締切：8/5
（相談ヒアリング：8/6～8/26）

本提出締切：9/18
ヒアリング：10/13~10/23

結果通知：12月下旬
認証式：1月中下旬

１次提出締切
までに申請書
一式を提出する
必要があります。

令和8年度
スケジュール

従前と比較し、
応募開始～結
果通知の期間
を短縮しました。
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申請書の記入に悩んだ時には

◼ 本提出締切までの期間は、随時事務局へ問合せいただけるため、不明点等がある場合はお
気軽にお問合せください。

◼ １次提出後、事務局の判断または申請者の要望に応じて、ヒアリングを行います。第3号様式
を中心に、記載に悩む点について事務局へ相談が可能です。

◼ なお、ヒアリング内で取組を一から検討することは難しいため、申請書は記入例等を踏まえて１
次提出時点からできるだけ具体的に記載ください。

申請書本提出までの流れ

【Step１】
応募開始

【Step２】
申請書1次提出
（相談ヒアリング）

【Step３】
申請書本提出
本ヒアリング審査

• 申請書1次提出前でも、申請書の募集要項や記入
例を見ても不明な点がある場合は、お気軽に事務
局にお問い合わせください。

●●の取組を記載してい
ますが、ここの部分の記
載が十分か不安です。

他に△△という取組
も行っている場合は、
一緒に記入いただく
のも一案です。

• 申請書1次提出後、事務局が必要と判断した場合、または申請者から
要望があった場合、１～2時間程度の相談ヒアリングを行います。

• 申請書の内容について申請者からご説明いただいた後に、記載で悩んだ
点等があれば、事務局に相談いただくことも可能です。

• 相談ヒアリング後も、本提出締切まで随時、事務局にお問い合わせいた
だくことが可能です。

募集要綱

申請書

申請者

事務局
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認証制度の審査・評価の概要

おきなわSDGs認証制度の全体像

社会
（Social）

環境
（Environment）

ガバナンス
（Governance）

地域課題への貢献
（Local）

国際課題への貢献
（Global）

【今後の取組を評価】

今後予定している取組を評価する観点。

申請者が今後4年の間に実施する活動・取組について、沖縄の社会
課題解決やSDGs推進への寄与という観点から評価する。

【現在までの取組を評価】

過去～現時点までの取組状況を評価する観点。

設定された評価項目に関して、申請者のこれまでの活動実績が一定
水準を満たすことが求められる。

実績評価項目（第2号様式） 主要評価項目（第3号様式）

◼ 認証審査は、事務局及び外部の有識者からなる評価・検討委員会で行われます。
◼ 本認証制度では、過去から現在までの取組（実績評価項目：第２号様式）と、認証期間
４年間において注力する取組（基礎評価項目：第３号様式）の、両方で基準を満たす団
体が認証されます。
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得点構成・合否基準の全体像（第２号様式）

必須 選択制

8項目

4項目

合計

実績評価項目（第２号様式）の得点構成と合否基準

◼ 必須の項目（16項目）＋選択制の項目（３項目）の合計19項目にて判定を実施します。
◼ 充足が確認された項目数が15項目以上であればプラチナパートナー合格、11項目以上であ
ればアクティブパートナー合格となります。

4項目

6項目から3項目選択

19項目

社
会

安全・衛生管理、健康経営

多様な人材の活躍

女性の活躍促進

多様な働き方の促進

従業員・構成員の人材育成・能力強化

顧客・サービス受益者に対する配慮

生産性の向上、所得向上又は雇用の促進

製品・サービスを通じた社会課題の解決

環
境

環境マネジメント・コミュニケーション

気候変動への取り組み

廃棄物・有害化学物質の管理・3Rの推進

天然資源・水資源・生物多様性への配慮

製品・サービスを通じた環境課題の解決 ※削除

ガ
バ
ナ
ン
ス

公正な経済取引と企業・団体における統治体制の構築

適正な情報の取扱い

企業・団体の社会的責任

事業継続と事業継承

企業・団体における統治体制の構築 ※削除

地
域
課
題

沖縄県内における事業者との取引の促進

沖縄県内の地域コミュニティへの配慮

沖縄の伝統文化の継承、文化・スポーツ活動の促進

国
際
課
題

国外事業者との取引の促進

国際機関との連携・協力

国際的なコミュニティへの参加、国際交流の促進

⇒ 充足が確認された項目数が
15項目以上：プラチナパートナー合格
11項目以上：アクティブパートナー合格

赤字：令和7年度からの変更点
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実績評価項目（第２号様式）の審査観点と記入のポイント

◼ 第２号様式の審査観点は、①取組の実施状況が確認できるか否か、②取組の内容が項目
に適切か否か、の大きく2点です。

◼ ①については、取組が具体的に記載されているかと証書情報の内容で判断します。
②については、記載されている取組内容や組織的・制度的に整備されているか等で判断します。

◼ 第２号様式は過去から現在の取組を評価するため、申請時までに具体的に実施・完了した取
組内容のみを評価対象とします。

安
全
衛
生
管
理

健
康
経
営

分類

Point◎
どのようなポイントが記載されていると、「②取組の内容が項
目に適切」と判断されるかを記載しています。こちらを見ても
わかりづらい場合は、事務局に気軽にお問い合わせください。

Point◎
「②取組の内容が項目に適切」と判断される取組内容の例を記載
しています。なお、こちらはあくまで例であるため、その他の取組でも
「評価するポイント」を満たしている場合は、評価対象となります。

Point◎
法定事項の遵守は当然であることから、法定事項よりもさらに積極
的に取り組んでいる取組の場合、評価対象となります。

申請書様式（第２号様式（評価項目）シート）



10

実績評価項目（第２号様式）の審査観点と記入のポイント

申請書様式（第２号様式 (記入例)シート）

◼ 申請書様式には、審査のポイントや認証団体の優良事例を参考に、どのような取組をどのくら
い具体的に記載するのがよいかを示す記入例を掲載しています。

◼ 団体の性質に応じた例も記載しているため、申請書を記入する際にぜひご参照ください。

Point◎
具体的にどのような証書情報の場合、 「①取組の実施状況が確認でき
る」と判断されるかを記載しています。認証書等の公的な資料でなくても、
取組が行われていることが分かる資料であれば、証書として評価されます。

Point◎
「①取組の実施状況が確認できるか否か」を判断するために、
実績等の数値や、認証を取得した日時、取組を担当してい
る部署名等の、できるだけ具体的な情報を記載ください。

安
全
衛
生
管
理

健
康
経
営

分類
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主要評価項目（第３号様式）の得点構成と合否基準

得点構成・合否基準の全体像（第３号様式）

社会に資する取組×１

環境に資する取組×１

経済に資する取組×１

申
請
必
須

申
請
任
意

いずれの分類も可×１

いずれの分類も可×１

23点

23点

23点

4.6点

4.6点

（加点措置）

ステークホルダー
との連携

地域課題・国際
課題への貢献

ガバナンス強化
の取組

（任意の取組に限る加点措置）（基礎得点）申請する取組の体系

審査項目に
基づき採点

最小３～最大５つの取組を申請

69点（申請必須）基礎得点 合計

（申請任意）基礎得点 合計 9.2点

1点

1点

1点

1点

1点

1点

0.5 点

0.5 点

0.5 点

0.5 点

（申請必須）加点措置 合計

対

象

外

ガバナンスの

分類を選択時

2点追加

12点

4.8点（申請任意）加点措置 合計

◼ 下記の総合得点（69点＋9.2点＋12点＋4.8点）にて判定を実施します。
◼ 計95点中60点以上を獲得したらプラチナパートナー合格、50点以上を獲得したらアクティブ
パートナー合格となります。

取組の積極性
（新規性）*1

2点

2点

2点

0.4 点

0.4 点

*1 令和8年度より追加した加点措置。詳細は次頁。 ⇒ 獲得した点数が
60点以上：プラチナパートナー合格
50点以上：アクティブパートナー合格
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主要評価項目（第３号様式）の審査観点

①【県内の課題解決に資する効果】

沖縄県SDGsアクションプランで定める「優先課題
の解決」や「SDGs推進の目標達成」に対して十
分な効果が期待できる。

②【先進的若しくは独自的な取組】

取組が先進的若しくは既存の取組であるが独自
的であり、沖縄県において代表的な事例になりう
ることが期待できる。

④【取組を推進する体制】

着実に実行するための推進体制・実行体制を整
備している、若しくは整備する計画がある。

⑤【2030年のあるべき姿との整合性】

2030年に向けて申請団体が目指す姿と整合的
な取組として評価できる。※削除

⑤【適切なKPIの設定】

進捗管理に十分に適したKPIが設定されており、
活動状況のモニタリングを可視化できることが期待
される。

⑦【挑戦的な目標設定】

現状の取組の継続に終始しておらず、将来に向け
て積極的かつ発展的な目標値が具体的に設定さ
れている。※削除

【ステークホルダ―との連携】

沖縄県内外のステークホルダーとの連携により実
現されている、若しくはステークホルダーとの連携を
促進するために効果的である。

【県外課題・国際課題への貢献】

沖縄県内で収束するものでなく、沖縄県外（国
内）の課題や国際課題の解決に資する。

審査項目 加点措置

【ガバナンス強化の取組】

ガバナンスの向上に資すると評価できる。

審査観点の全体像

③【取組の具体性、実現可能性】

具体的な記述から、実現可能性が期待できる。

任意の取組に限る加点措置

◼ 将来性を評価する第３号様式では、５つの審査項目に加えて、加点措置も設けることで申請
団体の実態を幅広い観点から総合的に評価します。

◼ 第３号様式は今後４年間の取組を評価するため、必ず４年間で注力することを記載ください。

【取組の積極性（新規性）】

現状の取組の継続に終始しておらず、将来に向
けて積極的かつ発展的に取り組み、目標値が具
体的に設定されている。

赤字：令和7年度からの変更点
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主要評価項目（第３号様式）の審査観点と記入のポイント

◼ 第３号様式についても、申請書様式に各項目の記入のポイントと記入例を整理しているため、
ご参照ください。各項目の関連性（下図オレンジボックス）にもご留意ください。

申請書様式（第３号様式（記入のポイント）シート）
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